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第７回 倶知安町景観計画・緑の基本計画検討会議

景観地区部会

議事概要

◎日 時 令和３年８月５日（木） 午後２時００分～午後４時３０分

◎場 所 ホテルニセコアルペン２F シュプール

◎出席者 策定委員会：笠間部会長、フィンドレー委員、カー委員、山田委員、大久保委員、沼田委員

（欠席：斎藤委員）

傍聴者：８名

事務局：まちづくり新幹線課 桜井室長、星加係長、傳法係長、横山主事

コンサルタント会社：㈱KITABA 窪田、百瀬

１．開会

２．あいさつ（部会長）

（笠間部会長）

・ ここに来る前に自転車でエリアをずっと回ってみてきた。季節的に建設現場が多く、緑も美しく夏
真っ盛りである。

・ 本日もみなさんからの忌憚のない意見をどんどん出していただければと思う。

３．議事

（1）リゾートエリアの現状課題と景観形成の方向性

資料 1について事務局から説明

（星加係長）

・ これまでゾーニングを大きく 4つに区分、詳細には更に地域的な特徴で分けていくことにはなると
思うが、この 4区分において、現状と課題、方向性、その方向性に関わる大切にしたい景観資源を
改めて整理した。

・ 拠点型においては、センタービレッジ、花園ビレッジ、ワイススキー場の３地域としており、それ
ぞれで地域的な違いはあるが、センタービレッジ地区を中心に整理している。賑わいを創出するエ
リアとなるため、屋外広告物のあり方や建物の 1階部分のあり方などが課題となる。方向性として
はリゾート地の拠点となる中高層の宿泊施設や店舗などの集積を促し、質の高いリゾート地の形成。
景観資源としては、ひらふ第一駐車場から羊蹄山を望む方向、サンモリッツ大橋及び国道 5号から
ニセコアンヌプリを望む方向においてセンタービレッジ地区の街並みが影響してくる。また、それ
ぞれの地域にある幹線道路は景観形成において重要な位置づけとしたい。

・ 低層型では、ニセコひらふ地区周辺の道道 343 号沿道とペンションビレッジ地区となる。ペンショ
ンビレッジ地区では高密度な建物が増加傾向、道道沿道においては、住宅・別荘・飲食店などが立
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地している現状。課題はペンションビレッジ地区になるが、高密度と緑の喪失による質の高い滞在
環境が失われること、敷地内の駐車場や堆雪スペースが十分に確保されない。そのため、方向性と
しては、ゆとりのある質の高いリゾート地形成となり、狭い区画の改善に加え、緑化空間の確保と
して、特に道路に面した位置への配置などを誘導していくことがポイントになると思っている。

・ 保全維持型で、既にまとまった範囲で開発・分譲されているところでは、ノースヒルズ地区が代表
的であり、最低敷地面積も 1,000 ㎡以上などエリアに統一感がある。課題としては落ち着きのある
滞在環境をどう守っていくかというところ。方向性としては、ボリュームを抑えたリゾート地形成
であり、現状で使い切れていない建ぺい率や容積率の見直しを中心にルールの見直しを検討してい
くことになる。

・ 保全型は、その他のエリアであり、リゾート地区の大部分となる場所。農地・森林が大部分を占め
ている。その中での課題では、開発が拡大傾向にあるため豊かな自然環境の喪失が懸念されること、
耕作放棄地がいずれ農地転用されて開発されていくことが想定される。そのため、方向性としては、
環境への負荷を抑えて低密度な滞在環境を図ること。ルールとしては森に埋もれるような建物の形
成とし、森林法の開発行為を基本としたものが考えられる。

（笠間部会長）

・ これから景観のルールを考えていくにあたって、全部で 4つのゾーンに分けて説明いただいた。
・ 方向性や現状について、違うと思うところや追加などあればご意見いただきたい。

（カー委員）

・ 「別荘」という表現がところどころ出てきているが、別荘ということは、宿泊を入れないという理
解が正しいのか。

（傳法係長）

・ 別荘は建築基準法では、住宅扱い。個人所有者が泊まるためのもので、他の人が泊まるために建て
るのであれば、ホテル用途という扱いになる。知り合いぐらいなら泊めても住宅といえるが。

（カー委員）

・ 2～30年前のニセコひらふエリアでは、個人が所有し、使用していないときに管理会社が第三者に
貸していたと思う。そう考えると、この形態の建物は「別荘」ではなくなると思った。住んでいな
いので、例えば冬は雪かきが必要となるなど、常時管理してもらうことが必要になる。そうなると、
管理会社に頼むことになるので当然コストがかかるが、第三者に貸すことによってそのコストを賄
うというのが、これまでの別荘の形態だったので、それはこれからも続くと思う。

・ 町としては、「別荘」の定義は、「単純に人にも貸さないで自己用としてのみ使用する」建物なのか、
今までのように「自分が使用しないときは他人に貸し出すこともできる」建物なのか。人に貸すと
いうことについては、コンドミニアムとも概念が違う。

（星加係長）

・ リゾート地区において、今検討を進めているのは土地利用を抑えていく「保全型」であっても、床
面積の制限はするものの宿泊用途そのものを制限するところまでは考えていないので、カー委員が
おっしゃっている形態は引き続き可能と考えている。
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（カー委員）

・ 建物を建てる時に別荘として「住宅」の用途で建てた場合は他人に貸せなくなるのか。
（傳法係長）

・ その場合は、「民泊」の申請をすれば、上限 180 日において、住宅であっても第三者に貸し出すこ
とは可能である。

（フィンドレー委員）

・ 住宅として建設し民泊とするか、ホテルにするか、どちらにするか考える必要がある。現状を見る
と通年で宿泊が入っている。

（フィンドレー委員）

・ 自分の店（NAC）の道道を挟んだ斜め向かいに、かなり広い土地として今売りに出されている。こ
こが「保全型」になっているが、果たしてそれで良いのか。スキー場にもそれほど遠くないし、広
大な土地なので上手にルールを設定すればニセコひらふエリアにとってメリットになる開発がで
きると考えると、開発を促す土地利用のルールにした方が良いのではないか。厳しくすると開発で
きないと思う。

・ ワイスエリアのルールについて、単純に大きいものを作って良いことになっているが、PCPDに話
しているのか。

・ 景観について、エリア内において特に大切にしたい場所として、尻別川が入っているのはなぜか。
（星加係長）

・ NACの斜め向かいの土地については、道道 343 号を挟んで景観地区の区分が分かれて土地の使い
方が道路を境にいびつになっていることから、まずはそれを解消するため、道道沿いについて景観
地区を同じ地区に統一したいと考えている。また、それより奥地となる現在の山田Ⅱ地区のところ
は、緑豊かなエリアであり、この次の議題で示すベッド数シミュレーションにも関わるが、観光地
マスタープランでの宿泊施設のキャパシティとの整合を踏まえて宿泊用途を制限したい。宿泊以外
の用途ならば別途議論が必要と思う。

・ ワイススキー場周辺については、PCPDに個別に話をしており、それを踏まえた土地の使い方を意
識してゾーニングを考えている。

・ 尻別川を望む景観、水辺景観、川の景色もこのエリアにとっては大事なのではないかということで、
眺めを阻害しないように、今後、建物を建てる際は配慮必要。阻害する要因がないか、審査するポ
イントなどにもなりえると思う。

（フィンドレ―委員）

・ 尻別川や羊蹄山を大切にしたいなら、携帯電話の鉄塔が目立つことが課題である。
・ リゾート内にある河川について、護岸工事としてただコンクリート整備にしてしまわずに、自然工

法での整備とすべきではないか。
・ NACの斜め向かいの道道沿いだけに建物を集中して建てられるようなルールにするのはなぜか。

海外のスキーリゾートを参考にすると、奥に入っていく道があって、色々な店やカフェがあり、そ
の建物の上に宿泊施設があるような、そんなところになるべきだと思う。ここはまとまった土地と
して残っており、何か面白いことができるチャンスがある。
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・ 商業施設をどうするかということが記載にない。何か考えがないと、投資としてのメリットが薄い
ので商業施設は誰も建てたくないと思う。

（星加係長）

・ 「拠点型」のところでホテル等の 1階部分の商業施設について触れており、課題と考えている。
・ センタービレッジで賑わい創出を考えており、拠点型のエリアが基本的に商業施設を受け止めてい

くべきと考えている。
（笠間部会長）

・ 宿泊施設ばかりになっていて、お店やレストランがないとまちとして楽しくならないと考えられ、
商業施設等も優遇していくことが大切であるという意見と思う。

（カー委員）

・ NACの斜め向かいは、スキー場に近いところなので、キャパシティの線を引いていくという考え
が理解できない。

・ 緑を守りたい、景観を守りたいというコンセプトで、ベッド数も抑える。ここの広大な土地を人に
貸さないということが正しいのか。

（星加係長）

・ 前回、前々回でも話したが、基本的にはボリュームを抑えた施設にしようということなので、リゾ
ート地区の保全型のところにおいては、宿泊施設の禁止ではなく、床面積の制限という方向性で整
理している。

（カー委員）

・ 道道 343 号の渋滞問題などもあるので、ここの広大な土地を利用して、建物とともに道路を新たに
設けるなど、見方によってはチャンスかもしれない。

・ 緑を残して建物のボリュームを抑えて、駐車場も確保して、ということに関しては大賛成ではある
が、宿泊施設を…というのが。

（星加係長）

・ 基本的にホテルは建てられるが、規模はセンタービレッジのような大きいものではなく、緑を活か
したようなホテルは建てられるように考えている。

（カー委員）

・ その考えは素晴らしいと思う。商業施設も入りやすいことにするともっと素晴らしい。

（沼田委員）

・ フィンドレー委員は、この部会において、最初の頃はNACの斜め向かい一体の土地について、木
を切ってほしくないと言っていたと思う。当初は緑がなくなったことを懸念されていたのではない
か。

（フィンドレ―委員）

・ 先ほどから自分が言っているようなイメージの場が作れるのは、ここの土地だけだと思っているの
で、そのような開発は歓迎したい。

・ 道道沿いに高い建物を誘導するというよりも、奥の土地も使って、ウィスラーのような車がなくて
商業施設やホテルがまとまった土地で、人がゆったり過ごせるような場所が必要だと考えている。
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・ 保全型というより、開発創造型という考えでも良いかもしれない。
（笠間部会長）

・ 本州のスキー場の麓では温泉街になっていて、車もなく宿泊者がぶらぶらと歩いているような街並
みがあったりする。そのようなイメージをこのエリアには用意しておいてものでは、ということか
もしれない。

・ 大きな開発については、そのエリアの魅力がUPするようなものを取り入れていけるようなルール
にできると良い。

（笠間部会長）

・ 拠点型のセンタービレッジ、ペンションビレッジのあたりだが、建物が増えてきて羊蹄山やアンヌ
プリの眺めは、もうちょっと頑張ってほしいのか、ここからの景色はあきらめるのか、皆さんの意
向はどうか。

（山田委員）

・ リノベーションをすることを想定して、ペンションビレッジは高さを抑えることもできるのではな
いか。ペンションビレッジは眺望を守っていく考えでルール設定していっても良いのでは。

（笠間部会長）

・ ペンションビレッジは少しでも昔の姿に戻すようなことはできないか、ということかもしれない。
・ 様々なルールの設定と引き換えに、高さのルールを考えた場合に眺望をどうしたら良いのか、とい

うことでの確認だった。

（山田委員）

・ 屋外広告物について、弊社でデザインする前はサイズや色彩に配慮して作成し、北海道の許可をも
らって設置するが、最近は面板だけ注文してきて、発注者が自分で掲出しているケースが増えてき
ている。どこに設置するのかわからない、サイズも大きいものもあるので、そういうものに対して、
ルールを設けられないか。

（桜井室長）

・ 大きすぎる看板は道道沿いだと道の許可基準で制限している。このエリアだと、道道沿いの場合、
6種許可地域になるので、高さ 10ｍ、自家用広告なども合わせて全体で 30㎡まで。そのうち、案
内広告だと、片面 3.5 ㎡、全体で 7㎡以内という制限。

・ 色合いは道の基準は特に設定はないので、景観の方で制限をかける必要がある。
（笠間部会長）

・ 屋外広告物については、道の条例の範囲で秩序ある形でコントロールできているのかな、と思って
いたが必ずしもそうではないということだと思う。課題として今後の検討になる。

（大久保委員）

・ 各エリアの方向性については特に大きな意見はないが、ペンションビレッジの課題においては、冬
も夏も緊急車両が通る際に、管理されていない土地・建物があり、夏はイタドリが繁殖するなど見
通しの悪い箇所がある。道路から一定基準の幅は緑地スペースや管理スペースを確保するなどのル
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ールを設ければ、建ぺい率や容積率を見直さなくてもゆとりを持った配置ができるのではないか。
・ 冬は緊急車両が走るときの安全性の確保も必要。
・ 植物の特定外来種を増やしたくないと考えている。それらの広がりを抑制していくような緑のルー

ルを設けることで、土地所有者等に特定外来種のことを知ってもらいたいという思いもある。
（笠間部会長）

・ 先ほどもペンションビレッジ地区を見て回ってきたが、建物の前に木が 1本でもあったり、駐車場
の前に庭があったりするだけでも雰囲気が良くなる。そのような通りは魅力的に見えるので、そう
いうことをうまく誘導できればと思っている。

・ 特定外来種に加えて、倶知安の自生種（在来種）を大切にしていくということも含まれる。
（フィンドレー委員）

・ ペンションビレッジというネーミングは少し古臭い。
・ 友人から、ローワービレッジ（ペンションビレッジ）のエリアについて、「ボリュームを緩和する

ようなルールになるような話を聞いた」ということで、どう変わるのか問合せがあった。
（星加係長）

・ 以前、その方には、「敷地にゆとりを持たせる方向で検討している。敷地に余裕を持たせようとし
たときに、容積率に対応した建物ボリュームを確保するために、高さを緩和するのはどうか」とい
う話をした。

・ 前回の当部会において、高さを緩和することについて、大久保委員からは「望まない」という意見
をいただいていたと思う。

（大久保委員）

・ 現状 2LDKくらいの間取りだが、ペンシルハウスになると、1人部屋のような部屋がたくさんでき
て、車が増えることによって交通問題も出てきてしまう、ということで望まない形であると前回話
した。

（フィンドレー委員）

・ ローワービレッジは、雪捨て場となる空き地もなくなってきているのも課題である。
（星加係長）

・ 道路除雪については、町道であれば町の責任で対応しなければならいなが、所狭しと建物がどんど
ん建っていけば、宅地の雪については、自己敷地で堆雪スペースをしっかりと確保してもらうこと
になってくるので、そういった課題についても十分認識しており、議事の３番目で改めて触れたい。

（２）ニセコひらふ地域のベッド数のシミュレーション

資料 2について事務局から説明

（星加係長）

・ 前回の部会では、ゾーニングイメージを示し、そこからルールの方向性について頭出しをさせてい
ただいた。その際に、保全型の土地利用を進めていくにしても、その根拠になるような数値的な見
せ方も必要であるという意見をいただいたところ。

・ ニセコひらふ地域に限定した形だが、現行のルールのままにした場合ベッド数が最大でどれくらい
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になるのか、また、前回示した新たなゾーニングとルールを見直す方向性、特に保全型を取り入れ
た場合の最大のベッド数がどれくらい抑えられるのかについて、シミュレーションしてみた。

・ P1 左側の航空写真の区分が現行の景観地区。ここの中で、大沢川沿い地区と山田Ⅱ地区は緑が多
く、センタービレッジ地区と同じ建築ボリューム（建蔽 40％容積 300％、高さ 16m（22ｍ））が可
能な地域になっているが、実際は沢地になっているなど、土地利用がしづらい場所でもあって、開
発進んでいないエリアと思っている。

・ P1 右側が想定している新たなゾーニングであり、センタービレッジは若干、道道 343 号沿いに
おいて拡大するような形を考えている。その代わり大沢川沿い地区や山田Ⅱ地区のところでは大部
分を保全地区という位置づけにしようと考えている。道道 343 号の沿道は現在と同じ土地利用、
「山田Ⅰ奥」や「パビリオンズ」と書かれているところは、現状の土地利用にあった形にボリュー
ムを落とすようなイメージで考えている。

・ P2 ベッド数のシミュレーションにあたり、ラフな仮定となるが、開発にあたっては道路や緑地が
必要となるなど面積全体で宿泊施設として使用できないことも踏まえている。ただ、それ以上に実
際の地形を踏まえるともっとボリュームダウンするかもしれないので、あくまで参考値としていた
だきたい。右側の新たな景観地区のベッド数においては、宿泊施設のベッド数の抑えた形としてい
る。低層型は敷地に余裕をつくり緑化や駐車スペースを確保した場合として、保全型は容積のボリ
ュームを若干落とし、森林法の開発行為並みとして 1区画 1,000 ㎡、1区画 8ベッドを想定した
ものである。

・ P2 「現状のベッド数」は記載のとおり。シミュレーションとして、上部にある「設定条件」にあ
る面積あたりのベッド数を、未開発エリアにおける「開発可能な面積」に対して乗じたものが、「規
制をしなかった場合のベッド数」として表記している。

・ 左側の現景観地区では、現行 8,730 ベッドであるが、規制しなかった場合はプラス 63,720 ベッド、
合計 72,450 ベッドまで膨れ上がるイメージとなった。

・ 右側の新たな景観地区では、センタービレッジ地区はベッド数を変えていないが、それ以外はかな
り数字が落ちてプラス 18,625 ベッド、合計で 28,317 ベッドというイメージになった。観光地マス
タープランでは目安 18,000 ベッドとしていたので、新たな景観地区でルールを設定してもプラス
10,000 ベッドはオーバーする結果となった。ただし、実際は土地の形状などもあると思うのでここ
までの数字にはならないだろうと考えている。いずれにしても、左側の表と比較してもかなり数字
が下がっており、特に山田Ⅰ地区、山田Ⅱ地区、大沢川沿い地区の数字が極端に落ちる。

・ このような結果を踏まえて、ニセコひらふ地域におけるリゾート環境の維持を目指すことができる
ものと考えているので、事務局としても、これを踏まえたルールの見直しを進めていくべきと考え
ている。これは観光地マスタープランの目指すところとも整合を図ることができると考えている。

（笠間部会長）

・ P2 の左側の 1～12までがリゾート地区の範囲、うち黄色の 6地区をニセコひらふ地区としており、
ここを観光地マスタープランでは 18,000 ベッドを超えないようにする目安としている。

・ 現状のままだと、18,000 ベッドをはるかに超える数値になると想定。
・ 日本の都市計画では、緩めにルールを設定しており、その土地が全て上限の数値で開発しつくされ
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ることはないだろうという前提に立っている。しかし、このエリアは、土地があればそれだけ投資
が入ってくる状況にあるので、今の敷地が 100％開発されていくと札幌のような街になってしま
う。そうならないようにするためにも、保全型などのようにボリュームをコントロールすることで
目安の 18,000 ベッドに近づくことができるのではないかというシミュレーション内容だと思う。

・ このとおりに全て開発されることは現実的ではないと思うので、シミュレーションした 50％くら
いが開発されることになると、プラス 9,000 ベッドで、現状と合わせてちょうど 18,000 ベッドく
らいの数値に収まるのではないか。

・
（沼田委員）

・ このシミュレーションで考慮しなければならないのは、変数部分が未開発エリアにおいて開発した
場合におけるベッド数ということ。そのため、センタービレッジ地区のように、現状建っているも
のがリノベーションされたとき、リノベーションによってさらにベッド数が増えることも考慮しな
くてはいけない。

（フィンドレー委員）

・ ベッド数を減らさなければいけないのは、なぜか。何が問題なのか。
（沼田委員）

・ 観光地マスタープランの検討の際、交通の問題であるとか、スキー場の混雑、景観上の懸念、開発
のスプロール化といったことが課題として上げられていた。

（フィンドレー委員）

・ 交通の問題に対しては、何か対策はできないのか。
・ スプロール化が悪いことなのか。
（沼田委員）

・ 観光地としての魅力度として、現状でも倶知安の魅力が落ちているという意見が挙げられていた。
・ スプロール化することで、送迎による交通への負荷や水道下水道などのインフラにも負荷がかかり、

今 15,000 人の町に対して、このまま何もしなければ 80,000 ベッドまで膨らんでいくとしたら滞在
客が住民の何倍にもなってしまい、供給が間に合わなくなる。

（フィンドレー委員）

・ サンモリッツは 6,000 人の居住者に対してもっと 70,000 ベッドくらいのキャパシティがあったと
思う。

・ リフトキャパシティを基準にしているが、リフトの輸送量が増えるのであれば、ベッドも増えて良
いと思う。

・ ビジネスオーナーとしては、もっとお客さんが多く入ってほしい。
・ 冬をベースに考えるのではなく、通年でのキャパシティを考えるべきではないか。
・ 18,000 ベッドというのが、どうなのか。厳しいルールを作るとリゾートとして成長が止まってしま

うのではないか。
（沼田委員）

・ 様々な面に負担がかかることから、外側にどんどん広がらずに、既存施設を作り変えていくという
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考えにならないか。
（フィンドレー委員）

・ そうであっても同じ問題は残ると思う。作り変えると建物の価値が上がって、収益性の観点から商
業施設がより一層淘汰されてくると思う。（宿泊施設だけの街になってくる）

（星加係長）

・ サンモリッツの話があったが、そこのリゾートフィールドとしての範囲（面積）とひらふエリアと
は相当の違いがあると思っている（ひらふエリアの方が小さい）。観光地マスタープランでは海外
のスキーリゾートのキャパシティの事例を踏まえた検討を行い、目安として 18,000 ベッドと設定
した。そこを基本にサービスとしてのインフラも考えることになる。そのため、拠点型エリアにあ
る程度集めながら、緑豊かなところは保全をしていくことで、ニセコひらふエリアを中心としたリ
ゾート地の質の高い持続可能なものにしていけるのでは。

（沼田委員）

・ ウィスラーでは、リフトのキャパシティを根拠にして街の規模をある程度コントロールしている。
それを観光地マスタープランでは参考にして、18,000 という目安を示した。

（フィンドレー委員）

・ マスタープランの中でリフトの数とリンクさせているが、リフトのキャパが上がってきたら、こち
らも上げる必要があるのではないか。

（沼田委員）

・ リフトの輸送量が増加したら、ベッド数も増加して良いという考えはそうだが、リフトの架け替え
はあったとしても新設のコースができることは難しいので、飛躍的に輸送量が増加することは考え
にくい。

（フィンドレー委員）

・ 一気にリフト数が増加できる余地はひらふエリアにおいてもあると思っている。HANAZONOリ
フトのように大きいものに架け替えるとだいぶキャパシティが変わっていく。

・ 一番心配している、収益性の観点から何もルールを決めなければ、建つことがないと思われる商業
施設に対しての考えが出ていない。

（カー委員）

・ キャパシティの考え方について、冬をベースに考えているが、夏のアクティビティの広がりによっ
て宿泊が伸びてくるのではないか。

・ 混雑しているエリアに建物を集中させるよりも、落ち着いたエリアに開発がスプロール化した方が
見方によっては良いと思うことがあるのでは。基本的にはフィンドレー委員と同じ考え方に立つ。
キャパシティについて、ニーズが変化している中で、現状で厳しく制限をかけていくということが
果たして良いのか。

・ ニセコひらふ地域から少し離れると上下水道がないところもある。離れているところは自分たちで
井戸を掘っており、町に頼ってはいない。

（星加係長）

・ スプロール化は悪いことばかりでもないという意図はわかる。そのため、保全型の部分でも、ある
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程度多様性は受け入れていくべきというこれまでのこの会議の議論を踏まえて、周囲の自然との調
和を図りながら、宿泊施設に床面積制限を設けるようなルール設定をお示し、ある程度のニーズに
応えられるような検討をしている。

・ 「郊外は上下水道の区域外だから自前で対応して町には迷惑かけていない」というお話だが、仮に
まとまった土地に何千人という規模の宿泊施設が建つとして、給水のために地下水を掘った際に周
辺の環境に大きな影響が出てこないか、また、適正に浄化したとしても大量の排水が近くの河川や
市街地などの流末へ与える影響はないのだろうか。そのような視点に立つと、やはり周辺環境の保
全を求められるエリアにおいては、ある程度ボリュームを抑えて、倶知安町全域の環境も踏まえた
土地の使い方をしていただくことが大事であると考えている。

（笠間部会長）

・ ペンションビレッジは、20年以上前では静かだったのが、今では相当賑やかになってきて、落ち着
いた雰囲気で過ごしたいというニーズもあるので、樺山地区など森が豊かなところでゆとりのある
土地の使い方の宿泊施設といった滞在できる環境を設けられるような誘導のイメージか。センター
ビレッジやペンションビレッジとのすみ分けが必要だと思う。

（フィンドレー委員）

・ 商業施設に関しての考え方がない。このままでは、コンドミニアムタウンになってしまう。
・ 倶知安町の産業は農業と観光の二つである。それらを資源に人口を増やす考えだと思うが、そこに

（キャパシティという）壁を作るのはなぜかと思ってしまう。気持ち的に前に進みたい。
・ キャパシティに対応した町にする考えは持てないのか。スキー場が対応できないなら双子山などに

新たにリフトを増設するとか、産業に対して蓋をするのは疑問に思う。
（笠間委員）

・ 観光地のマスタープランには関わっていないが、ひらふ地区の構造、交通、下水道などの問題を考
慮すると、今のまちの構造や交通が今の状態であれば 18,000 が限界（妥当）だと感じる。

・ 道路の新設や大きな駐車場などリゾートの形が大きく変わる事象があれば、改めて考える必要が出
てくると思うが。

（フィンドレー委員）

・ これから高速道路が開業する。黒松内まで伸びていくことも見通されている。それを踏まえた、リ
ゾートエリアのリフトや駐車場の整備の検討が一向に進んでいないと思う。

（笠間委員）

・ 今抱えている上下水道の問題などがクリアしていかないと、キャパシティの拡大はできないだろう
と思っている。

（沼田委員）

・ マスタープランの考えの時は、蓋をしたいということではなく、質を高めて循環を促すという整理
だった。質を高めて単価を上げていこうという考え。

・ 冬に訪れる滞在客がこれ以上増えるのはきついのでは、という考えはマスタープランの時にもあっ
た。夏場の滞在客や観光客をもっと増やして底上げをしたいという議論だったと思う。

（笠間委員）
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・ 景観計画・緑の基本計画の検討という観点からいくと、私としては、目安としての 18,000 ベッド
というのは妥当と考えている。このエリアを 18,000 ベッド程度にして緑と建物をバランス良く配
置することが魅力的なリゾート地につながっていくのでは、と思っている。

（カー委員）

・ ニセコひらふ地区だけではなく、全体的に見ていく必要がある。山のビジネスをするのに、従業員
の住む場所、その子どもの学校、遊べる場所、といった受け入れの環境、専門学校や大学などで若
い人を倶知安に残して仕事ができるようなプランづくり、こういったことを同時に考えた上での
18,000 ベッドということであればわかる。全体的に考えていったら、もしかしたら 18,000 ベッド
でも多すぎるかもしれない。

・ 倶知安町の見方は、線を引いて、ここまででやってね、という印象。20年前の状況と同じような感
じがする。まち（市街地）と山（リゾート）、と分けて考えられている。今のマスタープランの中
で、全体的プランニングが大事。スプロール化というところでの、線を引く考え方にはちょっと気
になっている。

・ まち（市街地）がうまくいかないと山（リゾート）はうまくいかない。山（リゾート）に訪れた滞
在客には、逆にまちへ行ってお金を落としてほしい。

（星加係長）

・ どうやってリゾートエリアと市街地をつないでいくか。セクションは違うが、しっかりとやってい
かないといけないという認識は持っている。

（大久保委員）

・ 現状のシミュレーションと新たなものがあるが、市街地でも中心部に 2棟新築のホテルができてい
ると思うので、ニセコひらふ地区だけベッド数を抑えられても、という部分に違和感がある。民泊
も増えている。倶知安町全体の俯瞰した数字を押さえておかないと、リゾートエリアだけ頭打ちさ
れてしまうのか、という理屈になると思う。そのため、表には、市街地などのその他の地域のベッ
ド数も表示しておくことによって、「だからこそ、ここのエリアではベッド数を抑えたい」という
ことで理解を得られやすくなるのではないか。

（３）各エリアにおける景観シミュレーション

・ 資料 3について事務局から説明
・ 次回では基準としての数値を示すことになると思うので、そこに向けたケーススタディとしてのシ

ミュレーションを示す。
・ 資料 2のベッド数のシミュレーションにおける各エリアの設定を意識したルールイメージを考え

ている。
・ シミュレーションに入る前に、資料 3別紙を参照
・ センタービレッジ地区（拠点型）では、集客機能におけるボリュームについては概ね適正と考えて

いるので、建ぺい率や容積率、高さは維持する形で検討。最低敷地面積を設定していないエリアな
ので、最低限として 330 ㎡以上で考えたい。緑化も確保していきたいが、センタービレッジでは土
地の確保などの観点から難しい部分もあると思うので、最低限の確保というところで整理していき
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たい。
・ ペンションビレッジ地区（低層型）では、330 ㎡以下の敷地が多く、駐車場などのスペース確保が

不十分であり、緑も確保されにくい。そのため、ルールの設定にあたっては、「駐車・堆雪・緑化」
の 3つがキーワードになるので、そのためには最低限、最低敷地面積の設定は必要なのでは、と考
えている。また、敷地の確保の面では建ぺい率も重要になり、山田Ⅰ地区のような 40％というのが
理想になる。建ぺい率を厳しくしないまでも、最低敷地面積を導入することによって、建物まわり
の面積が必然的に広く確保できるようになる（敷地 200 ㎡で建ぺい率 50％の場合は敷地周り 100
㎡、敷地 330 ㎡で建ぺい率 50％の場合は敷地周り 165 ㎡、差分 65 ㎡の確保）。ペンションビレッ
ジ地区では、道路幅が狭く、間口の狭い空間に車が止まっている環境は景観上好ましくないという
のは共通の認識と思うので、例えば建物内に駐車スペースを入れることをルール化することで、必
要な建築面積、床面積を従前どおりとし、駐車スペースとしていたところを緑化や堆雪場としてし
っかり確保するという考えもある。また同じ考え方で、建物内に駐車スペースを確保する場合には、
1層分の高さを緩和するという考えもある。緑の確保においても狭い敷地で効果を生むには道路に
面した位置に配置する場合のインセンティブも考えながらルールを考えていきたい。

・ 山田Ⅰ奥の泉郷（保全維持型）では、勾配屋根制限のあるエリアであり、戸建て型の建物が建ち並
ぶ、ゆとりが感じられる街並みを形成している。最低敷地面積が 330 ㎡だが、勾配屋根制限の関係
で十分な落雪飛距離を確保できないことがあり、敷地にゆとりを持たせたルールへの誘導が必要と
考えている。容積率では、戸建て型が基本のため 100％を超えるものがほぼない状況であるため、
現状の街並みに合わせた数値に強化することが考えられる。

・ 岩尾別・旭・花園地区（保全型） 大部分が農地・森林で構成されているが、最低敷地面積は 330
㎡の地域で、現状のままだと、低層型のエリアと同じような街並み・景観になり得る。自然環境を
第一にした土地利用が求められるため、「森林法の開発行為」を基本とした周辺の自然環境と一体
となったルールを考えたい。目安 18,000 ベッドがニセコひらふ地区だけで将来上回ることを踏ま
えると、宿泊施設のボリュームを抑えたルールが求められる。最低敷地面積、建ぺい率、緑化率に
ついては森林法の開発行為の考え方、容積率については、適用できるルールの範囲内でのサイズダ
ウン、宿泊用途についても床面積 1,000 ㎡を上限とするということが考えられる。

・ 高さの考え方について、造成地盤によって、高さの取り方が変わってくるので、周囲よりも突出し
た高さが出てくるケースも見られる。景観の観点から見かけ上の高さを考えると、道路からの高さ
も算定要素に入れることが考えられる。

・ 機械設備などの工作物系についても、公道から見えないような配慮が必要であり、建物に付属する
ものについては原則建物の中に入れてもらうなどの対応、また、屋上に設置するケースについても
見かけ上の高さが出てくるので、配慮事項の整理が必要と考えている。

・ 準都市計画区域の拡大エリアについては、「生活者」視点でのエリアと捉えているので、リゾート
系の宿泊施設は基本的には禁止の方向で検討するが、暮らしに密着している住宅と併用した施設に
ついては認める方向で考えたい。

・ 資料 3は各エリアごとのケーススタディ
・ P1 センタービレッジ地区の現状として、敷地の区割りは 400 ㎡以上がほとんどであり、最低敷

地面積を 330 ㎡以上にしても影響はほとんどなさそうである。
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・ P2 ペンションビレッジ地区の現状では、330 ㎡未満の敷地が多い、敷地内での駐車スペースの確
保が不十分なところも見受けられる。全体的に敷地にゆとりを持たせたい、また、堆雪スペース、
緑の確保といったことをこのエリアでは目指していきたい。

・ P3 ケーススタディとして、左の図面は現状ベースで 200 ㎡程度の敷地が多いので、その場合に
おける建築物の配置がどうなるのかを示しているが、高さ制限がある関係で容積率を十分に確保で
きない状況である。右側が最低敷地 330 ㎡確保した場合で、緑化範囲も 10％確保したとしても、
敷地にゆとりを持たせることができるイメージになる。

・ P4 景観上どのように質を高めて行くか、ということを考えるため、現地の状況において特徴的な
場所を 4カ所写真に収めてみた。左上が、建物を後退させ、高木を道路側に配置、駐車場も建物と
一体的にデザインされている。右上が、道路に面して緑地を確保しているが木はなく芝だけで対応
しているケースで、左上と比較しても木があるのとないのとで大きな違いがある。左下は、道路に
面して駐車場を設けているケース、右下が道路後退を十分に確保できていないケースである。これ
らの写真からペンションビレッジではどのような街並みを目指すかのイメージを共有できればと
思う。

・ P5 山田Ⅰ奥において、Dのエリアでは敷地が 330 ㎡くらいのところもあるが、建物も小さいの
で落雪飛距離が確保できる形となっており、敷地にゆとりがあるように見える。

・ P6 左側の配置図は現在の 330 ㎡の敷地の場合であり、落雪飛距離の確保によって容積率を十分
に使いきれない状況である。右側が最低敷地面積を 500 ㎡確保した場合であり、落雪飛距離を十分
に確保した上で容積率も 100％程度まで使い切ることができるイメージ。敷地に余裕ができるの
で、緑化なども配置しやすい。

・ P7 保全型の岩尾別あたりをイメージした場所での建築イメージになるが、左側の現在のルール
では、低層型エリアと同じようなルール（建ぺい率 40％容積率 200％）になるので、このケースに
おいては容積率 200%を消化することが難しい。右側が最低敷地面積 1,000 ㎡以上確保する場合、
容積率も 50%を上限とした場合、緑化も 50％以上確保することも十分可能となる。

・ P8 宿泊用途の床面積上限となる 1,000 ㎡の床面積を確保した場合のシミュレーションになる。

（笠間部会長）

・ 本日の最初に話したリゾートエリアの現状と課題、方向性のところを踏まえて、実際にどんな街に
していきたいのか、どうしたら今の課題を解決できるのかをシミュレーションを通して検討しても
らったという資料だと思う。

・ 資料 3別紙で、矢印のあるところが、新たなルールのイメージになるところ。センタービレッジ地
区においては、フィンドレー委員が言っていた商業施設のことなどが追加的に入れていくべきか宿
題と思う。ペンションビレッジ地区では、小さい敷地にめいっぱいの建物という土地の使い方なの
で、最低敷地面積を設定して敷地にゆとりを持たせて密度を抑えられないか。泉郷のようなところ
は、現状が容積率 100％程度なので、それくらいのルールにしておかないとゆとりのある理想の街
並みを維持できないだろう。保全型のところではやはり森を残したい、というのが大前提。森の中
で滞在してもらいたいということを目指すならば緑化率や最低敷地面積の確保が求められる。
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（大久保委員）

・ 現状ルールよりも数字を下げるのは、今後の投資に対して意欲を下げることになるので賛成はでき
ない。数字は維持しつつ、建物周りの緑化や管理運営、圧迫感を抑えた風景を創出するルールの中
で、結果的に、与えられた数値は使いきれないというようにしていったらと思う。

（山田委員）

・ 景観という意味では、センタービレッジは、道路に雪が落ちてくるので、そういったこともルール
に入れると良い。3棟ぐらいは雪が道路に落ちてきている。

（大久保委員）

・ 資料 3P1センタービレッジ地区のＣエリアに「ミハラシ」という建物は、建築当初は雪止めを設置
していたが、雪がかなり乗っかった状態から一気に落ちるため、車が潰れたこともあったことから
「雪が常に落ちていた方が良い」ということで雪止めを取ってしまった。

（フィンドレー委員）

・ 基本的なプランには反対はないが、未来への蓋がされている感じがする。産業として育つのかが見
えない。

・ NACの向かいの未開発の土地が今後どのような開発がなされるのか。保全型のエリアであったと
しても、ひらふエリアが前向きになる良いプランを提案されれば、それを認めるような仕組みを条
例などで用意しておくべきではないか。

（笠間部会長）

・ 都市計画法では、「提案制度」があり、一定の範囲において独自のルールに基づいた都市計画の提
案できる仕組みがあるが、その手続きには 2年程度の時間がかかるので、現実的ではないと思う。

・ なんらかの形で、提案を受けた時に柔軟な対応ができる仕組みは用意しておいた方が良いと思う。

（沼田委員）

・ フィンドレー委員に伺いたいが、NACの前の土地（山田Ⅱ地区）で具体的な開発の話があるのか。
・ 山田Ⅱ地区では、過去に大きなプロジェクトの話があったので、ルールを緩めにした経緯がある。

十数年たったが動かなかったので、保全型の制限を検討してきた。
（フィンドレー委員）

・ 現在、特に具体的な開発の話が出てきているわけではない。
・ 商業施設がなかなか開発計画に出てこないので、どこかで出来ないかと思っている。
・ 店を作りたいときは違う条件（たとえば緑化率を軽減して駐車場を確保しやすくする、など）にで

きるとか、ホテルと同じルールで良いのか。
（笠間部会長）

・ たしかに、商業施設を建ててもらえるような条件などの検討はあった方が良いと思うので、調べて
考えてみたい。

（フィンドレー委員）
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・ 新幹線、高速道路に対する倶知安町の考えはどうなのか。観光産業全体の観点からこの景観と同時
に考える必要がある。景観のルールが観光にも大きな影響を与えることになる。こちらが蓋をして
しまうことで、市街地に投資が向いて、地価が上がりまちに人が住めなくなるかもしれない。

（星加係長）

・ ペンションビレッジ地区で、建物の中に駐車場を入れた場合に高さ制限を緩和する考え方はどうか。
（大久保委員）

・ 13mだと 1階に駐車場は設けられない。
・ ボーナスとして、1層分高くしても良くなるなら、良い形に持っていけるかもしれない。
（笠間部会長）

・ 駐車場を適切に確保してもらえない、駐車場が冬になると雪捨て場になっている、といったところ
を解決していくためには建物の中に駐車場を入れてもらって、入れてもらう分だけ手当てするため
に、高さを上げることくらいしか方法がないのかな、というのは前回の事務局の提示ではあった。

（山田委員）

・ 台数も指定した方が良い。1台分だけ設置したからといってボーナスをあげるのはどうかと思う。
（傳法係長）

・ 建築指導要綱では、宿泊施設の駐車台数は“部屋数÷3（小数点は四捨五入）”分の台数が必要。
（大久保委員）

・ 16ｍだと 4層分が確保できると思うので、建物内での駐車場確保が可能になるかもしれない。

（傍聴 1）

・ 隣地からのセットバックはルールを見直す予定はあるのか。
（星加係長）

・ 今のところ考えていない。
（傍聴 1）

・ 資料のシミュレーションでは、区画の形が綺麗な四角だが、自社で計画する建物は不整形であり、
隣地からの後退距離などが影響してくるため、伺った。

（傍聴 2）

・ ルールが施行されるまでのスケジュールはどのように考えているのか。
（星加係長）

・ この会議をあと 3回実施する。検討の進み具合にもよるが年内には納めたいとは考えている。
・ 年が明けてから、条例や手続きなどを進めていきたい。
・ 現段階では、詳細は不透明だが、来年の 4月にルールを変えるというのは難しいと思っている。来

年中、夏以降のタイミングになると思う。
（傍聴 2）

・ ルールの施行が来年の夏以降になるということで、承知した。



16

４ その他

（星加係長）

・ 次回は、長い時間を空けずに、ひと月半の間には開催したいと考えている。その中で皆様からいた
だいた宿題、今回のシミュレーションを数字に落としたものや、形態意匠の話も出来たらと考えて
いる。

５ 閉会


